猪名川町消防団先進的デジタル技術実装業務（消防団アプリ開発TAI業務）委託仕様書
 
1． 業務名称
猪名川町消防団先進的デジタル技術実装業務（消防団アプリ開発TAI業務）委託
 
2． 業務の目的 
消防団活動における連絡・情報共有・事務処理をデジタル化するアプリを導入し、災害時の初動対応の迅速化・情報共有基盤の整備と事務負担の軽減を図ることを目的とし、総務省消防庁から「消防団の力向上モデル事業」の委託業務として実施するもの。
本業務については、パッケージ化されたアプリの単純導入を目指すものではなく、林野火災や風水害等の発災時、とりわけ消防本部指揮隊と現場で活動する消防団員、自治体職員等との連携が円滑になる機能の設計開発と実証試験及びアプリへの実装を目的とし、本町独自の消防団活動アプリを導入するものである。 
 
3． 業務の内容 
（1） 基礎情報の収集・整理 
防火水槽や消火栓などの消防水利の収集、消防・防災関係車両の情報整理、災対本部機能及び消防防災指揮所となり得る公共施設等の整理を行うと共に、消防団員等の活動報酬等の情報整理を行うなど、消防団先進的デジタル技術の実装のために必要となる基礎情報を収集・整理すること。 
（2） 消防団アプリの設計
消防団活動にデジタル技術を活用した消防団アプリを導入することによって、業務改善効果および災害対応力向上に主眼をおき、消防団アプリの導入によって、事案通知、参集可否確認、災害情報の共有、訓練・活動記録の電子化、災害対応時のアプリ操作の音声入力による自動化を行い、従来の運用との比較を通じて、初動対応時間や事務作業負担等が改善されるよう設計すること。
また、大規模かつ広範囲な林野火災や風水害等の大規模災害において導入効果の高い消防団アプリとするため、災害現場と指揮所の適切な情報共有が図られる先進的な機能を実装するよう設計すること。
（3） アプリの開発・導入・連携試験
アプリの開発にあたっては、安定稼働と有事の際の高負荷に耐えうるシステム構成とする必要があり、火災発生時の一斉通知によるアクセス集中に備え、サーバーリソースを自動拡張するなど安定稼働に十分留意すること。
なお、電波の届きにくい山間部等でも使用するため、地図データや基本情報の閲覧などは、オフラインにおいても動作が可能となることが望ましい。そのため、アプリのオフライン動作に配慮した設計・開発とすること。
消防団アプリ導入・連携試験については、ＩＴに不慣れな消防団員がスムーズに移行できるよう予め必要となるサポート体制を構築すると共に、消防団幹部及び常備消防等へ向けたパイロット運用を実施すること。消防本部や外部地図データとの正確な連携試験等（ＧＰＳ精度試験、同時接続負荷試験、水利データ連携試験など）をパイロット運用時に実施したうえで、修正版の消防団アプリを全消防団員へ配布することとし、アプリ内のチュートリアルや緊急時操作のクイックガイドの作成を行うこと。
（4） 林野火災を想定した実証試験 
広範囲かつ大規模な林野火災は、通常の建物火災と異なり「通信圏外での活動」「延焼範囲の予測」「長時間にわたる部隊交代」が課題となることから、消防団アプリの配備運用が有効であると考えているため、林野火災を想定した実証試験を実施することとする。
実証試験は、常備消防、複数の消防団、自治体職員が入り混じる環境において、情報伝達と指揮命令系統の安定性を検証することを目的とし、通信インフラが脆弱な山間部でのデータ同期精度の確認、ドローン撮影画像の配信による火線の延焼状況の隊員共有、オフライン状況下での自隊位置と水利情報の表示確認、指揮本部が配信する延焼危険エリアの地図データ等が現場団員のスマホアプリへ即座に反映されるか等の検証を行う。
（5） 会議等の開催支援 
本事業の実施に当たり常備消防職員及び消防団関係者等へのアプリの設定および操作説明行うための研修等について、資料提供や説明を行うものとする。また、その他の会議開催や消防機関紙への寄稿文の作成に協力すると共に、町の求めにより必要な資料提供等を行うものとする。 
（6） 報告書の作成 
上記までの内容をとりまとめ、業務報告書を作成するとともに、業務報告書の概要版を作成する。 
 
4． 実施期間 
契約日～令和９年２月２８日（日）まで 
 
5． 履行場所 
猪名川町紫合字古津側山４番地１０  
 
6． 成果品 
本業務の成果品は以下のとおりとする。 
1 開発消防団アプリ　５００アカウント分
2 業務報告書 ５部 
3 業務報告書（概要版） ５０部 
4 その他関連資料 ２部 
5 操作説明用パワーポイント　１式
6 上記電子データ（CD-R）１式 

7． その他 
（1） [bookmark: _GoBack]本業務は、「令和８年度消防団の力向上モデル事業」を活用するため、当該助成金事業の主旨に沿った業務運営を行うこと。  
（2） 本業務の実施に際しては、担当する町消防職員との十分な協議のもとに進めること。 
（3） 本仕様書に記載されていない内容については、担当する町消防職員との協議の上定める。 
（4） 本業務のために得た資料、データ、作成した報告書及び町から提供を受けた資料については、本業務の目的以外に使用してはならず、第三者に公開、提供してはならない。 
（5） 猪名川町情報公開条例及び個人情報保護条例を遵守すること。
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